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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　着色した樹脂粒子を製造する方法であって、
　（ａ）均一な油中水（Ｗ／Ｏ）分散物が作成されるように、顔料およびポリエステル樹
脂を、水と少なくとも１つの有機溶媒の混合物に溶解することと；
　（ｂ）前記油中水分散物が、前記着色した樹脂粒子を含む水中油エマルションに変換さ
れるように、水を添加することによって転相乳化を行うことと、
　を含む、方法。
【請求項２】
　前記有機溶媒が、メチルエチルケトン（ＭＥＫ）、イソプロピルアルコール（ＩＰＡ）
またはこれらの混合物を含む、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記樹脂粒子を構成する樹脂が、さらに、ポリスチレン樹脂、ポリアクリレート樹脂ま
たはこれらの組み合わせを含む、請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　前記ポリエステル樹脂が、アモルファス樹脂、結晶性樹脂、または両者を含む、請求項
１に記載の方法。
【請求項５】
　前記顔料がイエロー顔料を含む、請求項１に記載の方法。
【請求項６】
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　前記顔料がピグメントイエロー７４を含む、請求項１に記載の方法。
【請求項７】
　前記樹脂が、Ｍｗが３５，０００～１５０，０００である高分子量樹脂、Ｍｗが１０，
０００～３０，０００である低分子量樹脂、または両者を含む、請求項１に記載の方法。
【請求項８】
　前記溶解すること、前記転相乳化を行うこと、または両者を、２５℃～９０℃の温度に
て実施する、請求項１に記載の方法。
【請求項９】
　顔料が、前記着色した樹脂粒子を用いて得られるトナーの重量に対して１重量％～３０
重量％の量で存在する、請求項１に記載の方法。
【請求項１０】
　前記溶解することに、中和剤の使用がさらに含まれる、請求項１に記載の方法。
【請求項１１】
　前記溶解することに、アンモニアの使用がさらに含まれる、請求項１に記載の方法。
【請求項１２】
　有機溶媒を前記水中油エマルションから分離することをさらに含む、請求項１に記載の
方法。
【請求項１３】
　前記分離することに、有機溶媒を蒸留することが含まれる、請求項１２に記載の方法。
【請求項１４】
　（ｉ）さらなる着色剤が存在しない状態で、前記着色した樹脂粒子と、任意要素のワッ
クスおよび任意要素の界面活性剤とを合わせ、トナー試薬エマルションを作成することと
；
　（ｉｉ）前記トナー試薬エマルションを、場合により凝集剤と共に４０℃～１００℃の
温度で０．５時間～６時間保持し、凝集した粒子を作成することと；
　（ｉｉｉ）前記凝集した粒子を処理し、その成長を止めることと；
　（ｉｖ）場合により、成長を止められた前記凝集した粒子をシェル樹脂で処理すること
と；
　（ｖ）場合により、工程（ｉｉｉ）または工程（ｉｖ）の前記凝集した粒子を融着し、
着色したトナー粒子を作成することと、
　をさらに含む、請求項１に記載の方法。
【請求項１５】
　前記トナー試薬エマルションが、アモルファス樹脂、結晶性樹脂、または両者を含む、
請求項１４に記載の方法。
【請求項１６】
　前記トナー試薬エマルションがワックスを含む、請求項１４に記載の方法。
【請求項１７】
　前記工程（ｉｉ）に、凝集剤の使用が含まれる、請求項１４に記載の方法。
【請求項１８】
　前記凝集した粒子がシェル樹脂で処理される、請求項１４に記載の方法。
【請求項１９】
　前記工程（ｉｉｉ）の前記凝集した粒子を融着することを含む、請求項１４に記載の方
法。
【請求項２０】
　前記工程（ｉｖ）の前記凝集した粒子を融着することを含む、請求項１４に記載の方法
。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本開示は、ポリエステル樹脂粒子を調製するための混合物に疎水性着色剤を組み込むこ
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とによって、顔料分散物の必要性を避ける、着色したトナーを製造するための改良された
方法に関する。ポリエステル樹脂粒子は、転相乳化（ＰＩＥ）によって製造することがで
きる。次いで、着色した樹脂粒子を使用してトナーを製造することができる。本明細書に
開示されるプロセスは、ラテックスの製造効率を高め、トナーの顔料保持量を高め、ラテ
ックスの製造費用を下げ、もっと効率的なトナーの製造をもたらす。
【背景技術】
【０００２】
　樹脂のラテックスエマルションは、水と有機溶媒（例えば、メチルエチルケトン（ＭＥ
Ｋ）、イソプロピルアルコール（ＩＰＡ）、または両者）の混合物に樹脂を溶解するＰＩ
Ｅを用いて製造され、均一な油中水（Ｗ／Ｏ）分散物（すなわち、連続的な油マトリック
スに分散した水滴）を作成してもよい。その後、水を加え、分散物を安定な水中油（Ｏ／
Ｗ）ラテックス（連続相として水）に変換する。
【０００３】
　有機溶媒を除去し（例えば、減圧蒸留によって）、樹脂粒子を洗浄してもよく、界面活
性剤および／または他の試薬（例えば、防腐剤）を加え、固体含有量が高い安定なラテッ
クスを与えてもよい。このようなラテックスを、例えば、トナー粒子を製造するための乳
化凝集（ＥＡ）方法に使用してもよい（例えば、米国特許第５，８５３，９４３号、第５
，９０２，７１０号；第５，９１０，３８７号；第５，９１６，７２５号；第５，９１９
，５９５号；第５，９２５，４８８号、第５，９７７，２１０号および第５，９９４，０
２０号、および米国特許公開第２００８／０１０７９８９号を参照）。
【０００４】
　従来の顔料は、一般的に疎水性であり、界面活性剤を用いて水に分散させ、ＥＡに使用
するための均一な分散物を製造しなければならない。しかし、乾燥顔料の分散物は、費用
が高く、エネルギー必要量が多く、サイクル時間が延び、トナーの製造費用が高くなる。
【０００５】
　顔料分散物を製造する必要性を避け、製造費用を下げつつ、ラテックス製造およびトナ
ー製造を向上させるプロセスを開発することが有益であろう。
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本開示は、転相乳化によってポリエステルラテックスを調製するときの顔料の組み込み
またはカプセル化の改良されたプロセスを記載する。このプロセスは、疎水性着色剤（例
えば、顔料）を、ポリエステル樹脂と共に有機溶媒に溶解し、ＰＩＥを行って着色したポ
リエステル樹脂を製造することを含む。この方法は、水系プロセス（例えば、トナーを製
造するためのＥＡ方法）で使用するための界面活性剤を用いた水溶液に顔料を分散させる
必要を回避する。
【０００７】
　多くの有機顔料を、有機溶媒、例えば、メチルエチルケトン（ＭＥＫ）に溶解すること
ができ、一般的に、これをＰＩＥに使用し、ポリエステルラテックスを製造する。従って
、目的の主題は、着色したポリエステル樹脂を与え、これを使用してトナーを製造するこ
とができる。
【０００８】
　特段の指示がない限り、本明細書および特許請求の範囲で使用される量、条件などを表
現するあらゆる数字は、あらゆる場合に「約」という用語で修正されていると理解すべき
である。「約」は、述べられている値の１０％以下の変位を示すことを意味する。さらに
、本明細書で使用する場合、「等価」、「同様」、「本質的に」、「実質的に」、「おお
よそ」、「～と合う」という用語またはこれらの文法的な変形語は、一般的に受け入れら
れる定義を有するか、または少なくとも「約」と同じ意味であると理解される。
【０００９】
　本明細書で使用する場合、「商業的な」は、ベンチスケールより大きく、パイロットス
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ケールより大きなトナー製造スケールに関する。乾燥トナーという観点で、商業的なスケ
ールの乾燥トナーは、１回の実施において、約１００ｋｇより多い量、約２００ｋｇより
多い量、約３００ｋｇより多い量、約４００ｋｇより多い量、約５００ｋｇより多い量、
約６００ｋｇより多い量、約７００ｋｇより多い量、約８００ｋｇより多い量、約９００
ｋｇより多い量、約１０００ｋｇより多い量、約１２５０ｋｇより多い量、約１５００ｋ
ｇより多い量、約１７５０ｋｇより多い量、約２０００ｋｇより多い量、約２２５０ｋｇ
より多い量、約２５００ｋｇより多い量、約２７５０ｋｇより多い量、約３０００ｋｇよ
り多い量、約３２５０ｋｇより多い量、約３５００ｋｇより多い量、またはこれより多い
量で製造される。バッチ反応という観点で、商業的な製造は、大きさおよび量において、
少なくとも約１０００ｇａｌ、少なくとも約１２５０ｇａｌ、少なくとも約１５００ｇａ
ｌ、少なくとも約１７５０ｇａｌ、少なくとも約２０００ｇａｌ、少なくとも約２２５０
ｇａｌ、少なくとも約２５００ｇａｌ、少なくとも約２７５０ｇａｌ、少なくとも約３０
００ｇａｌ、またはこれより多い量の反応器で行う。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　樹脂
　本開示のラテックスエマルションを作成するときに、任意の樹脂を利用してもよい。樹
脂は、例えば、米国特許第６，５９３，０４９号および米国特許第６，７５６，１７６号
に記載される樹脂を含むポリエステル樹脂、スチレン樹脂、アクリレート樹脂などであっ
てもよい。適切な樹脂は、米国特許第６，８３０，８６０号に記載されるようなアモルフ
ァスポリエステル樹脂と結晶性ポリエステル樹脂の混合物も含んでいてもよい。適切な樹
脂は、高分子量（ＨＭＷ）樹脂と低分子量（ＬＭＷ）樹脂の混合物を含んでいてもよい。
【００１１】
　樹脂は、任意要素の触媒存在下、ポリオールとポリ酸を反応させることによって作られ
るポリエステル樹脂であってもよい。ポリオールは、例えば、樹脂の約４０～約６０モル
％、約４２～約５５モル％、約４５～約５３モル％の量になるように選択されてもよい。
ポリ酸は、例えば、樹脂の約４０～約６０モル％、約４２～約５２モル％、約４５～約５
３モル％の量になるように選択されてもよい。
【００１２】
　結晶性ポリエステルまたはアモルファスポリエステルのいずれかを作成するときに、重
縮合触媒を利用してもよく、重縮合触媒としては、チタン酸テトラアルキル、ジアルキル
スズオキシド（例えば、ジブチルスズオキシド）、テトラアルキルスズ（例えば、ジブチ
ルスズジラウレート）、ジアルキルスズオキシド水酸化物（例えば、ブチルスズオキシド
水酸化物）、アルミニウムアルコキシド、アルキル亜鉛、ジアルキル亜鉛、酸化亜鉛、酸
化第一スズ、またはこれらの組み合わせが挙げられる。このような触媒は、ポリエステル
樹脂を作成するために用いられる出発物質の二酸またはジエステルを基準として、例えば
、約０．０１モル％～約５モル％の量で利用されてもよい。
【００１３】
　樹脂は、例えば、トナー成分の約１～約２０重量％、トナー成分の約２～約１５重量％
の量で存在していてもよい。樹脂は、種々の融点を有していてもよく、例えば、融点が約
３０℃～約１２０℃、約５０℃～約９０℃であってもよい。樹脂は、ゲル浸透クロマトグ
ラフィー（ＧＰＣ）によって測定する場合、数平均分子量（Ｍｎ）が、例えば、約１，０
００～約５０，０００、約２，０００～約２５，０００であってもよく、重量平均分子量
（Ｍｗ）が、ＧＰＣによって決定する場合、例えば、約２，０００～約１００，０００、
約３，０００～約８０，０００であってもよい。樹脂の分子量分布（Ｍｗ／Ｍｎ）は、例
えば、約２～約６、約３～約５であってもよい。
【００１４】
　１種類、２種類、またはそれより多種類の樹脂を使用してもよい。２種類以上の樹脂を
使用する場合、樹脂は、任意の適切な比率（例えば、重量比）であってもよく、例えば、
約１％（第１の樹脂）／９９％（第２の樹脂）～約９９％（第１の樹脂）／１％（第２の
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樹脂）、いくつかの実施形態では、約１０％（第１の樹脂）／９０％（第２の樹脂）～約
９０％（第１の樹脂）／１０％（第２の樹脂）であってもよい。
【００１５】
　本開示の適切なトナーは、２種類のアモルファスポリエステル樹脂と、１種類の結晶性
ポリエステル樹脂とを含んでいてもよい。この３種類の樹脂の重量比は、約３０％の第１
のアモルファス樹脂／６５％の第２のアモルファス樹脂／５％の結晶性樹脂から、約６０
％の第１のアモルファス樹脂／２０％の第２のアモルファス樹脂／２０％の結晶性樹脂ま
でであってもよい。
【００１６】
　本開示の適切なトナーは、高分子量樹脂および低分子量樹脂の少なくとも２種類のアモ
ルファスポリエステル樹脂を含んでいてもよい。本明細書で使用する場合、ＨＭＷアモル
ファス樹脂は、Ｍｗが、約３５，０００～約１５０，０００、約４５，０００～約１４０
，０００であってもよく、ＬＭＷアモルファス樹脂は、ＭＷが約１０，０００～約３０，
０００、約１５，０００～約２５，０００であってもよい。ＨＭＷ樹脂とＬＭＷ樹脂の重
量比は、約１０％の第１のアモルファス樹脂／９０％の第２のアモルファス樹脂から、約
９０％の第１のアモルファス樹脂／１０％の第２のアモルファス樹脂までであってもよい
。
【００１７】
　樹脂は、酸性基を有していてもよく、いくつかの実施形態では、ポリマー末端に存在し
ていてもよい。酸性基としては、カルボン酸性基などが挙げられる。酸性基の数は、樹脂
を作成するために利用される材料および反応条件を調節することによって制御されてもよ
い。使用（例えば、可溶化）を容易にするために、酸性基を塩基性薬剤を用いて中和して
もよい。樹脂は、酸価が、約２ｍｇ～約２００ｍｇ　ＫＯＨ／樹脂のｇ数、約５ｍｇ～約
５０ｍｇ、約１０ｍｇ～約１５ｍｇ　ＫＯＨ／樹脂のｇ数であってもよい。
【００１８】
　トナーを製造するために使用可能な他の適切な樹脂は、スチレン、アクリレート、例え
ば、アクリル酸アルキル、例えば、アクリル酸メチル、アクリル酸エチル、アクリル酸ブ
チル、イソアクリル酸ブチル、アクリル酸ドデシル、アクリル酸　ｎ－オクチル、アクリ
ル酸　ｎ－ブチル、アクリル酸　２－クロロエチル；β－カルボキシエチルアクリレート
（β－ＣＥＡ）、アクリル酸フェニル、メタクリレート、ブタジエン、イソプレン、アク
リル酸、アクリロニトリル、スチレンアクリレート、スチレンブタジエン、スチレンメタ
クリレートなど、例えば、α－クロロアクリル酸メチル、メタクリル酸メチル、メタクリ
ル酸エチル、メタクリル酸ブチル、ブタジエン、イソプレン、メタアクリロニトリル、ア
クリロニトリル、ビニルエーテル、例えば、ビニルメチルエーテル、ビニルイソブチルエ
ーテル、ビニルエチルエーテルなど；ビニルエステル、例えば、酢酸ビニル、プロピオン
酸ビニル、安息香酸ビニルおよび酪酸ビニル；ビニルケトン、例えば、ビニルメチルケト
ン、ビニルヘキシルケトン、メチルイソプロペニルケトンなど；ハロゲン化ビニリデン、
例えば、塩化ビニリデン、ビニリデンクロロフルオリドなど；Ｎ－ビニルインドール、Ｎ
－ビニルピロリドン、メタクリレート、アクリル酸、メタクリル酸、アクリルアミド、メ
タクリルアミド、ビニルピリジン、ビニルピロリドン、ビニル－Ｎ－メチルピリジニウム
クロリド、ビニルナフタレン、ｐ－クロロスチレン、塩化ビニル、臭化ビニル、フッ化ビ
ニル、エチレン、プロピレン、ブチレン、イソブチレンおよびこれらの混合物を含む。モ
ノマーの混合物を使用し、コポリマー、例えば、ブロックコポリマー、交互コポリマー、
グラフトコポリマーなどを製造してもよい。
【００１９】
　溶媒
　例えば、アルコール、エステル、エーテル、ケトン、アミン、およびこれらの組み合わ
せを含め、例えば、樹脂の約３０重量％～約４００重量％、樹脂の約４０重量％～約２５
０重量％、樹脂の約５０重量％～約１００重量％の量の任意の適切な有機溶媒を使用し、
樹脂および疎水性着色剤（例えば、顔料）を溶解してもよい。
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【００２０】
　適切な有機溶媒としては、例えば、メタノール、エタノール、プロパノール、ＩＰＡ、
ブタノール、酢酸エチル、ＭＥＫ、およびこれらの組み合わせが挙げられる。いくつかの
実施形態では、有機溶媒は、水に不混和性であってもよく、沸点が約３０℃～約１２０℃
であってもよく、除去の後のラテックス生成を向上させるために、もっと下げるように、
例えば、樹脂のＴｇより低くなるように、選択されてもよい。いくつかの実施形態では、
少なくとも２種類の溶媒を使用するとき、溶媒の比率は、約１：２～約１：１５、約１：
２．５～約１：１２．５、約１：３～約１：１０であってもよいが、他の比率を設計上の
選択肢として使用してもよい。
【００２１】
　中和剤
　場合により、樹脂を弱塩基、バッファーまたは中和剤と混合してもよい。いくつかの実
施形態では、中和剤を使用し、樹脂の酸性基を中和してもよく、そのため、本明細書の中
和剤は、本明細書の供給源であれ、または内容物であれ、「塩基性中和剤」または「塩基
性薬剤」とも呼ばれることがある。本開示に従って、任意の適切な塩基性中和試薬を使用
してもよい。適切な薬剤としては、無機塩基性剤および有機塩基性剤を含んでいてもよい
。適切な塩基性薬剤としては、水酸化アンモニウム、水酸化カリウム、水酸化ナトリウム
、炭酸ナトリウム、炭酸水素ナトリウム、水酸化リチウム、炭酸カリウム、これらの組み
合わせなどを挙げることができる。
【００２２】
　上述の塩基性中和剤を、酸性基を有する樹脂と組み合わせて利用するとき、約２５％～
約３００％、約５０％～約２００％の中和率が達成されてもよい。いくつかの実施形態で
は、中和率は、樹脂中に存在する酸性基に対する、塩基性中和剤を用いて与えられる塩基
性基のモル比に、１００％を掛け算して計算されてもよい。
【００２３】
　塩基性中和剤の添加によって、酸性基を有する樹脂を含むエマルションのｐＨを約５～
約１２、約６～約１１まで上げてもよい。酸性基の中和は、エマルションの生成を向上さ
せるだろう。
【００２４】
　本開示に従って作られたエマルションは、所定量の水、いくつかの実施形態では、転相
を起こすか、および／または樹脂を溶融または軟化する量および温度（約２５℃～約１２
０℃、約３５℃～約８０℃）の脱イオン水（ＤＩＷまたはＤＩ水）を含む。
【００２５】
　界面活性剤
　本開示のプロセスは、例えば、エマルション中、分散物中などで、試薬を組み合わせる
前または組み合わせている間に、場合により高温で樹脂に界面活性剤を加えることを含ん
でいてもよい。樹脂を高温で混合する前に、界面活性剤を加えてもよい。
【００２６】
　界面活性剤を任意の望ましい量または有効な量で、例えば、分散物を調製するために使
用される乾燥重量または濡れた重量の試薬の少なくとも約０．０１％、分散物を調製する
ために使用される乾燥重量または濡れた重量の試薬の少なくとも約０．１％、乾燥重量ま
たは濡れた重量の約１０％以下、乾燥重量または濡れた重量の約５％以下の量で含むが、
この量は、これらの範囲からはずれていてもよい。
【００２７】
　界面活性剤が利用される場合、樹脂エマルションまたは分散物は、１種類、２種類また
はそれ以上の界面活性剤を含んでいてもよい。界面活性剤は、イオン系界面活性剤および
非イオン系界面活性剤から選択されてもよい。アニオン性界面活性剤およびカチオン性界
面活性剤は、用語「イオン系界面活性剤」に包含される。いくつかの実施形態では、界面
活性剤は、固体として加えられてもよく、または、約５重量％～約１００重量％（純粋な
界面活性剤）の濃度で、約１０重量％～約９５重量％の濃度で液体として加えられてもよ
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い。
【００２８】
　着色剤
　種々の既知の着色剤、例えば、顔料、染料、またはこれらの混合物は、トナー中に有効
な量で、例えば、トナーの約１～約３０重量％、または約２～約２５重量％、または約３
～約２０重量％の量で存在していてもよく、ブラック、シアン、バイオレット、マゼンタ
、オレンジ、イエロー、レッド、グリーン、ブラウン、ブルーまたはこれらの混合物を含
むように選択されてもよい。
【００２９】
　黒色顔料の例としては、カーボンブラック、酸化銅、二酸化マンガン、アニリンブラッ
ク、活性炭、Ｒｅｇａｌ　３３０、非磁性フェライトおよびマグネタイトなどが挙げられ
、マグネタイトは、特に、唯一の着色剤成分として存在する場合、トナーの約７０重量％
までの量で選択されてもよい。しかし、いくつかの実施形態では、トナーは、非磁性であ
る。
【００３０】
　ブルー顔料の具体例としては、Ｐｒｕｓｓｉａｎ　Ｂｌｕｅ、コバルトブルー、Ａｌｋ
ａｌｉ　Ｂｌｕｅ　Ｌａｋｅ、Ｖｉｃｔｏｒｉａ　Ｂｌｕｅ　Ｌａｋｅ、Ｆａｓｔ　Ｓｋ
ｙ　Ｂｌｕｅ、Ｉｎｄａｎｅｔｈｒｅｎｅ　Ｂｌｕｅ　ＢＣ、Ａｎｉｌｉｎｅ　Ｂｌｕｅ
、Ｕｌｔｒａｍａｒｉｎｅ　Ｂｌｕｅ、Ｃａｌｃｏ　Ｏｉｌ　Ｂｌｕｅ、Ｍｅｔｈｙｌｅ
ｎｅ　Ｂｌｕｅ　Ｃｈｌｏｒｉｄｅ、Ｐｈｔｈａｌｏｃｙａｎｉｎｅ　Ｂｌｕｅ、Ｐｈｔ
ｈａｌｏｃｙａｎｉｎｅ　ＧｒｅｅｎおよびＭａｌａｃｈｉｔｅ　Ｇｒｅｅｎ　Ｏｘａｌ
ａｔｅ、またはこれらの混合物が挙げられる。顔料として使用可能なシアンの特定の具体
例としては、Ｐｉｇｍｅｎｔ　Ｂｌｕｅ　１５：１、Ｐｉｇｍｅｎｔ　Ｂｌｕｅ　１５：
２、Ｐｉｇｍｅｎｔ　Ｂｌｕｅ　１５：３およびＰｉｇｍｅｎｔ　Ｂｌｕｅ　１５：４、
銅テトラ（オクタデシルスルホンアミド）フタロシアニン、Ｃｏｌｏｒ　ＩｎｄｅｘでＣ
Ｉ　７４１６０として列挙されるｘ－銅フタロシアニン顔料、ＣＩ　Ｐｉｇｍｅｎｔ　Ｂ
ｌｕｅおよびＡｎｔｈｒａｔｈｒｅｎｅ　Ｂｌｕｅ（Ｃｏｌｏｒ　ＩｎｄｅｘでＣＩ　６
９８１０として特定される）、Ｓｐｅｃｉａｌ　Ｂｌｕｅ　Ｘ－２１３７などが挙げられ
る。
【００３１】
　グリーン顔料の例としては、Ｐｉｇｍｅｎｔ　Ｇｒｅｅｎ　３６、Ｐｉｇｍｅｎｔ　Ｇ
ｒｅｅｎ　７、酸化クロム、クロムグリーン、Ｐｉｇｍｅｎｔ　Ｇｒｅｅｎ、Ｍａｌａｃ
ｈｉｔｅ　Ｇｒｅｅｎ　ＬａｋｅおよびＦｉｎａｌ　Ｙｅｌｌｏｗ　Ｇｒｅｅｎ　Ｇが挙
げられる。
【００３２】
　レッド顔料またはマゼンタ顔料の例としては、赤色酸化鉄、カドミウムレッド、赤色酸
化鉛、硫化水銀、Ｗａｔｃｈｙｏｕｎｇ　Ｒｅｄ、Ｐｅｒｍａｎｅｎｔ　Ｒｅｄ　４Ｒ、
Ｌｉｔｈｏｌ　Ｒｅｄ、Ｎａｐｈｔｈｏｌ　Ｒｅｄ、Ｂｒｉｌｌｉａｎｔ　Ｃａｒｍｉｎ
ｅ　３Ｂ、Ｂｒｉｌｌｉａｎｔ　Ｃａｒｍｉｎｅ　６Ｂ、Ｄｕ　Ｐｏｎｔ　Ｏｉｌ　Ｒｅ
ｄ、Ｐｙｒａｚｏｌｏｎｅ　Ｒｅｄ、Ｒｈｏｄａｍｉｎｅ　Ｂ　Ｌａｋｅ、Ｌａｋｅ　Ｒ
ｅｄ　Ｃ、Ｒｏｓｅ　Ｂｅｎｇａｌ、Ｅｏｘｉｎｅ　ＲｅｄおよびＡｌｉｚａｒｉｎ　Ｌ
ａｋｅが挙げられる。選択可能なマゼンタの具体例としては、例えば、Ｐｉｇｍｅｎｔ　
Ｒｅｄ　４９：１、Ｐｉｇｍｅｎｔ　Ｒｅｄ　８１、Ｐｉｇｍｅｎｔ　Ｒｅｄ　１２２、
Ｐｉｇｍｅｎｔ　Ｒｅｄ　１８５、Ｐｉｇｍｅｎｔ　Ｒｅｄ　２３８、Ｐｉｇｍｅｎｔ　
Ｒｅｄ　２６９、Ｐｉｇｍｅｎｔ　Ｒｅｄ　５７：Ｃｏｌｏｒ　ＩｎｄｅｘでＣＩ　６０
７１０として特定される１，２，９－ジメチル置換キナクリドンおよびアントラキノン染
料、Ｃｏｌｏｒ　ＩｎｄｅｘでＣＩ　２６０５０として特定されるジアゾ染料であるＣＩ
　Ｄｉｓｐｅｒｓｅｄ　Ｒｅｄ　１５、ＣＩ　Ｓｏｌｖｅｎｔ　Ｒｅｄ　１９などである
。
【００３３】
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　バイオレット顔料の例としては、マンガンバイオレット、Ｆａｓｔ　Ｖｉｏｌｅｔ　Ｂ
およびＭｅｔｈｙｌ　Ｖｉｏｌｅｔ　Ｌａｋｅ、Ｐｉｇｍｅｎｔ　Ｖｉｏｌｅｔ　１９、
Ｐｉｇｍｅｎｔ　Ｖｉｏｌｅｔ　２３、Ｐｉｇｍｅｎｔ　Ｖｉｏｌｅｔ　２７およびこれ
らの混合物が挙げられる。
【００３４】
　オレンジ顔料の具体例としては、Ｐｉｇｍｅｎｔ　Ｏｒａｎｇｅ　３４、Ｐｉｇｍｅｎ
ｔ　Ｏｒａｎｇｅ　５、Ｐｉｇｍｅｎｔ　Ｏｒａｎｇｅ　１３、Ｐｉｇｍｅｎｔ　Ｏｒａ
ｎｇｅ　１６などが挙げられる。他のオレンジ顔料としては、レッドクロムイエロー、モ
リブデンオレンジ、Ｐｅｒｍａｎｅｎｔ　Ｏｒａｎｇｅ　ＧＴＲ、Ｐｙｒａｚｏｌｏｎｅ
　Ｏｒａｎｇｅ、Ｖｕｌｋａｎ　Ｏｒａｎｇｅ、Ｂｅｎｚｉｄｉｎｅ　Ｏｒａｎｇｅ　Ｇ
、Ｉｎｄａｎｅｔｈｒｅｎｅ　Ｂｒｉｌｌｉａｎｔ　Ｏｒａｎｇｅ　ＲＫおよびＩｎｄａ
ｎｅｔｈｒｅｎｅ　Ｂｒｉｌｌｉａｎｔ　Ｏｒａｎｇｅ　ＧＫが挙げられる。
【００３５】
　イエロー顔料の具体例は、Ｐｉｇｍｅｎｔ　Ｙｅｌｌｏｗ（ＰＹ）　１７、Ｐｉｇｍｅ
ｎｔ　Ｙｅｌｌｏｗ　７４、Ｐｉｇｍｅｎｔ　Ｙｅｌｌｏｗ　８３、Ｐｉｇｍｅｎｔ　Ｙ
ｅｌｌｏｗ　９３、Ｙｅｌｌｏｗ　１８０、Ｙｅｌｌｏｗ　１８５などが挙げられる。イ
エロー顔料の他の具体例としては、黄色クロム、黄色亜鉛、黄色酸化鉄、黄色カドミウム
、黄色クロム、Ｈａｎｓａ　Ｙｅｌｌｏｗ、Ｈａｎｓａ　Ｙｅｌｌｏｗ　１０Ｇ、Ｈａｎ
ｓａ　Ｂｒｉｌｌｉａｎｔ　Ｙｅｌｌｏｗ、Ｂｅｎｚｉｄｉｎｅ　Ｙｅｌｌｏｗ　Ｇ、Ｂ
ｅｎｚｉｄｉｎｅ　Ｙｅｌｌｏｗ　ＧＲ、Ｓｕｒｅｎ　Ｙｅｌｌｏｗ、Ｑｕｉｎｏｌｉｎ
ｅ　Ｙｅｌｌｏｗ、Ｐｅｒｍａｎｅｎｔ　Ｙｅｌｌｏｗ　ＮＣＧが挙げられる。ジアリー
リドイエロー３，３－ジクロロベンジデンアセトアセトアニリド（Ｃｏｌｏｒ　Ｉｎｄｅ
ｘでＣＩ　１２７００として特定されるモノアゾ顔料）、ＣＩ　Ｓｏｌｖｅｎｔ　Ｙｅｌ
ｌｏｗ　１６（Ｃｏｌｏｒ　ＩｎｄｅｘでＦｏｒｏｎ　イエローＳＥ／ＧＬＮとして特定
されるニトロフェニルアミンスルホンアミド）、ＣＩ　Ｄｉｓｐｅｒｓｅｄ　Ｙｅｌｌｏ
ｗ　３３　２，５－ジメトキシ－４－スルホンアニリドフェニルアゾ－４’－クロロ－２
，５－ジメトキシアセトアセトアニリドおよびＰｅｒｍａｎｅｎｔ　Ｙｅｌｌｏｗ　ＦＧ
Ｌが挙げられる。
【００３６】
　白色顔料の例としては、Ｐｉｇｍｅｎｔ　Ｗｈｉｔｅ　６、白色亜鉛、酸化チタン、白
色アンチモンおよび硫化亜鉛が挙げられる。
【００３７】
　本明細書で使用するための着色剤としては、１種類以上の顔料、１つ以上の染料、顔料
と染料の混合物、顔料混合物、染料混合物などを挙げることができる。着色剤は、単一で
使用されるか、または混合物として使用される。
【００３８】
　染料の例としては、さまざまな種類の染料、例えば、塩基性、酸性、分散物および直接
染料、例えば、ニグロシン、Ｍｅｔｈｙｌｅｎｅ　Ｂｌｕｅ、Ｒｏｓｅ　Ｂｅｎｇａｌ、
Ｑｕｉｎｏｌｉｎｅ　ＹｅｌｌｏｗおよびＵｌｔｒａｍａｒｉｎｅ　Ｂｌｕｅが挙げられ
る。
【００３９】
　着色剤粒子の分散物は、回転剪断ホモジナイザ、媒体分散装置、例えば、ボールミル、
サンドミルおよびアトライタ、高圧カウンター衝突分散装置を用いて調製することができ
る。極性を有する界面活性剤を用いることによって、ホモジナイザを用い、着色剤を水系
に分散させることができる。
【００４０】
　着色剤は、色相角、彩度、明度、耐候性、オーバーヘッドプロジェクタ（ＯＨＰ）透明
性およびトナーへの分散性の観点から選択されてもよい。トナー中の着色剤分子が、１０
０～３３０ｎｍのメジアン直径を有する場合には、ＯＨＰ透明性および着色特性を保証す
ることができる。着色剤粒子のメジアン直径は、例えば、レーザ回折粒径測定装置（Ｍｉ
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ｃｒｏＴｒａｃ　ＵＰＡ　１５０、ＭｉｃｒｏＴｒａｃ　Ｉｎｃ．製）によって測定する
ことができる。
【００４１】
　ラテックスの処理
　本プロセスは、任意の既知の手段によって、場合により、室温（ＲＴ）より高い温度で
、少なくとも１つの樹脂、少なくとも１つの疎水性着色剤、少なくとも１つの有機溶媒、
場合により界面活性剤および場合により中和剤を含む混合物を作成し、着色したポリエス
テルラテックスエマルションを作成することを含む。合わせるか、または混合する前に、
樹脂をあらかじめブレンドしておいてもよい。いくつかの実施形態では、混合物を作成す
るための高い温度は、樹脂のＴｇ付近またはＴｇより上である。ポリエステルに加え、例
えば、アクリレート、スチレンなどの任意の他の樹脂が含まれていてもよい。
【００４２】
　従って、本開示のプロセスは、少なくとも１つのポリエステル樹脂、少なくとも１つの
疎水性着色剤（例えば、顔料）と有機溶媒とを接触させて樹脂混合物を作成することと、
場合により、樹脂混合物を高温まで加熱することと、混合物を攪拌することと、場合によ
り、中和剤を加えて樹脂の酸性基を中和することと、転相が起こるまで水を加え、転相し
たラテックスエマルションを作成することと、溶媒を除去し、例えば、多分散性が小さく
、微粒子の割合が低く、粗粒子の割合が低く、削られた粒子表面を有するなどの着色した
ポリエステルラテックスを製造することとを含んでいてもよい。着色したラテックスを、
例えば、脱イオン水（ＤＩＷ）で洗浄してもよい。
【００４３】
　転相プロセスにおいて、ポリエステル樹脂を低沸点有機溶媒に溶解してもよく、溶媒は
、溶媒中の樹脂の濃度が約１重量％～約７５重量％、約５重量％～約６０重量％では水に
混和性であるか、または部分的に混和性である。着色剤を約０．１重量％～約２０重量％
、約０．２重量％～約１５重量％、約０．３重量％～約１０重量％の量で加えるが、これ
らの範囲からはずれた量を使用してもよい。次いで、樹脂混合物を、約２５℃～約９０℃
、約３０℃～約８５℃の温度まで加熱してもよい。加熱は、一定温度に維持する必要はな
いが、変動してもよい。例えば、加熱は、望ましい温度に達するまで、ゆっくりと温度を
上げてもよく、または、段階的に上げてもよい。
【００４４】
　水を、例えば、２回に分けて加え、転相によって、着色したポリエステル樹脂粒子の均
一な水分散物を作成してもよい。水をボーラスとして加え、時間をかけて計量してもよい
。
【００４５】
　有機溶媒を、例えば、加熱および／または減圧蒸留によって留去してもよい。加熱は、
エマルション中の樹脂のＴｇより高い温度であってもよい。溶媒は、このような温度で除
去する準備ができるように選択されてもよく、すなわち、エマルションから除去する準備
ができるように、樹脂のＴｇより低い沸点、樹脂のＴｇと同じ沸点、または樹脂のＴｇに
近い沸点を有する溶媒を選択してもよい。
【００４６】
　いくつかの実施形態では、樹脂と溶媒の比率は、約８：１～約３：１であってもよい。
２種類の溶媒を使用し、ＬＭＷ樹脂が含まれる場合、ＬＭＷ樹脂と、第１の樹脂と、第２
の溶媒の比率は、例えば、約１０：６：１．５であってもよい。ＨＭＷ樹脂が２種類の溶
媒と共に含まれる場合、ＨＭＷ樹脂と、第１の樹脂と、第２の溶媒の比率は、例えば、約
１０：８：２であってもよいが、これと異なる比率を使用してもよい。
【００４７】
　混合温度は、約３５℃～約１００℃、約４０　Ｃ～約９０℃、約５０℃～約７０℃であ
ってもよい。
【００４８】
　樹脂、着色剤、任意要素の中和剤および任意要素の界面活性剤を合わせたら、次いで、
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混合物を、第１の部分の水と接触させ、Ｗ／Ｏエマルションを作成してもよい。水を加え
、固形分含有量が約５％～約６０％、約１０％～約５０％のラテックスを作成してもよい
。水温をもっと高くすると、溶解を促進し得るが、ラテックスは、ＲＴ程度の低温で作成
されてもよい。いくつかの実施形態では、水温は、約４０℃～約１１０℃、約５０℃～約
９０℃であってもよい。
【００４９】
　第１の部分の水を含む水の量は、Ｗ／Ｏエマルションを作成するのに適切な量である。
転相は、有機相と水相の比率が約１：１（ｗ／ｗまたはｖ／ｖ）で起こり得る。従って、
第１の部分の水は、一般的に、最終的なエマルションの合計体積または合計重量の約５０
％未満を含む。第１の部分の水は、有機相の体積または重量の約９５％未満、約９０％未
満、約８５％未満、またはもっと少なくてもよい。適切なＷ／Ｏエマルションが生成する
限り、第１の部分にもっと少ない量の水を使用してもよい。
【００５０】
　任意要素のアルカリ水溶液または塩基性剤、任意要素の界面活性剤および第２の部分の
水を加えると、転相が起こり、樹脂組成物の溶融した成分を含む液滴を含む分散した相と
、水を含む連続相とを含む転相した（Ｏ／Ｗ）エマルションを生成する。
【００５１】
　いくつかの実施形態では、当業者の技術の範囲内にある任意の手段を利用して混合を行
ってもよい。例えば、アンカーブレードインペラを備えたガラスケトル、押出成形機、す
なわち、ツインスクリュー型押出成形機、ニーダー、例えば、Ｈａａｋｅミキサー、バッ
チ反応器、または粘性材料を密に混合し、ほぼ均一または均一な混合物を作成することが
できる任意の他のデバイスで混合を行ってもよい。いくつかの実施形態では、反応を、マ
イクロ反応器または少量の全体溶液の連続した反応器で行ってもよく、材料を、例えば、
特定の調節可能な速度で、例えば、円筒形または管状のデバイスに流してもよい。
【００５２】
　攪拌は必須ではないが、攪拌を利用し、ラテックスの生成を促進してもよい。任意の適
切な攪拌デバイスを利用してもよい。いくつかの実施形態では、毎分約１０回転（ｒｐｍ
）～約５，０００ｒｐｍ、約２０ｒｐｍ～約２，０００ｒｐｍ、約５０ｒｐｍ～約１，０
００ｒｐｍの速度で攪拌してもよい。攪拌は一定速度である必要はなく、変動してもよい
。例えば、混合物の加熱が均一になるにつれて、攪拌速度を上げてもよく、または下げて
もよい。いくつかの実施形態では、ホモジナイザ（つまり、高剪断デバイス）を利用し、
転相したエマルションを作成してもよい。利用する場合、ホモジナイザを約３，０００ｒ
ｐｍ～約１０，０００ｒｐｍの速度で操作してもよい。
【００５３】
　転相点は、エマルションの成分、加熱温度、攪拌速度などによって変わり得るが、得ら
れる樹脂が、エマルションの約５質量％～約７０質量％、約２０質量％～約６５質量％、
約３０質量％～約６０質量％の量で存在するように任意要素の塩基性中和剤、任意要素の
界面活性剤および水を加えると、一般的に、水の量が有機溶媒の量を超えると、転相が起
こるだろう。
【００５４】
　転相の後、さらなる任意要素の界面活性剤、水および任意要素のアルカリ性水溶液を加
え、転相エマルションを希釈してもよい。
【００５５】
　減圧下で、例えば、大気圧より低い圧力で、溶媒の蒸気圧より低い圧力などで、溶媒を
除去してもよい。高温で除去を行ってもよい。
【００５６】
　エマルションを攪拌しつつ、高温でおよび／または真空下で蒸留を行い、溶媒除去を迅
速化し、粒子表面を削ってもよい。高温は、Ｔｇより高いか、または樹脂の融点より高く
、および／または溶媒の沸点付近である。
【００５７】
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　例えば、ジャケットを用い、エマルションを含む容器の外側表面に適用することによっ
て、加熱を行ってもよい。ジャケットの温度は、高温、すなわち、樹脂のＴｇより高い温
度である。加熱デバイスは、容器の壁を高温にし、次いで、容器に含まれるエマルション
へと通る。容器の内容物が攪拌下にあるため、一般的に、容器の内側表面に隣接する流体
層は、加熱手段の高温を取り入れる。質量の作用、エマルションの攪拌、機械攪拌、混合
などによってエマルションの中央部分に熱が通っていく。その周囲の溶媒が、まず、溶媒
の沸点に近い温度、沸点、または沸点より高い温度まで加熱されるため、これらの溶媒分
子が蒸発し、その熱が、蒸発した溶媒に運ばれる。このようにして、熱は、蒸発した溶媒
から気相に移り、エマルションの温度を下げる。その結果、エマルションの全体的なバッ
チ温度が、適用される高温よりも約２０℃低くなり得る。本明細書で記載するレベルで、
設計上の選択肢として、使用される樹脂、使用される溶媒などに依存して、加熱デバイス
の温度を調節し、全体的なエマルション温度の望ましい平均を得ることができる。
【００５８】
　材料が塔または管を通る連続した反応器で行われると、例えば、エマルションの加熱は
、もっと均一であり、溶媒および／または水の除去がもっと効率的であってもよい。
【００５９】
　十分な溶媒が除去されると（既知の分析技術、例えば、ガスクロマトグラフィー（ＧＣ
）によって決定することができる）、蒸留を中断し、ラテックスが得られる。既知の方法
（例えば、蒸留、濾過、遠心分離など）によって水性液体を除去してもよい。次いで、当
該技術分野で知られているように、粒子を洗浄などする。ポリエステル樹脂粒子は、もっ
と迅速に製造され、着色され、トナーでの使用に適しており、トナーの製造を、特に商業
的なスケールで促進し、向上させる品質を有する。
【００６０】
　ポリエステル樹脂エマルションの望ましい特性（すなわち、色、粒径、例えば、約３０
０ｎｍ未満、約２５０ｎｍ、約２００ｎｍ、および低い残留溶媒レベル）は、溶媒、中和
剤の濃度、処理パラメータ（すなわち、反応器の温度、減圧および処理時間）などを調節
することによって達成されるだろう。
【００６１】
　トナー
　次いで、得られる着色ラテックスを利用して、当業者の技術の範囲内にある任意の方法
によってトナーを作成してもよい。適切なプロセス、いくつかの実施形態では、ＥＡおよ
び融着プロセスによって、ラテックスエマルションを、例えば、さらなる着色剤（場合に
より、分散物で）、場合により、ワックス（場合により、分散物で）、場合により、別の
樹脂および他の添加剤と接触させ、トナーを作成してもよい。
【００６２】
　ワックス
　場合により、トナー粒子を作成するときに、ワックスを樹脂および任意要素の着色剤と
合わせてもよい。ワックスは、ワックス分散物で与えられてもよく、１種類のワックスま
たは２種類以上の異なるワックスの混合物を含んでいてもよい。
【００６３】
　ワックスが含まれる場合、ワックスは、例えば、トナー粒子の約１質量％～約２５質量
％、トナー粒子の約５質量％～約２０質量％の量で存在していてもよいが、ワックスの量
は、これらの範囲からはずれていてもよい。選択可能なワックスとしては、例えば、平均
分子量が約５００～約２０，０００、約１，０００～約１０，０００のワックスが挙げら
れる。
【００６４】
　使用可能なワックスとしては、例えば、ポリオレフィン、例えば、直鎖ポリエチレンワ
ックスおよび分枝鎖ポリエチレンワックスを含むポリエチレン、直鎖ポリプロピレンワッ
クスおよび分枝鎖ポリプロピレンワックスを含むポリプロピレン、ポリエチレン／アミド
、ポリエチレンテトラフルオロエチレン、ポリエチレンテトラフルオロエチレン／アミド
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、天然に生じるワックス、例えば、植物源または動物源から得られるもの、およびポリブ
テンワックスが挙げられる。いくつかの実施形態では、上述のワックスの混合物および組
み合わせを使用してもよい。いくつかの実施形態では、ワックスは、結晶性または非結晶
性であってもよい。
【００６５】
　いくつかの実施形態では、ワックスが、１つ以上の水系エマルションまたは固体ワック
スの水分散物の形態でトナーに組み込まれてもよく、例えば、固体ワックスの粒径は、約
１００～約５００ｎｍの範囲であってもよい。
【００６６】
　トナーの調製
　トナー組成物は、ＥＡプロセスによって、例えば、着色した樹脂と、任意要素のワック
スと、任意要素のさらなる着色剤と、任意の他の望ましい添加剤または必要な添加剤の混
合物を凝集し、場合により界面活性剤を含むことを含むプロセスによって調製される。例
えば、酢酸、硝酸などの酸、または緩衝剤によって、得られた混合物のｐＨを調節しても
よい。さらに、いくつかの実施形態では、混合物を均質化してもよい。混合物を均質化す
る場合、例えば、約６００～約６０００ｐｐｍで混合してもよい。任意の適切な手段（例
えば、ＩＫＡ　ＵＬＴＲＡ　ＴＵＲＲＡＸ　Ｔ５０プローブホモジナイザー）を用いて、
均質化を達成してもよい。
【００６７】
　上の混合物を調製した後、凝集剤（または凝集物質）を混合物に加えてもよい。任意の
適切な凝集剤を利用してトナーを作成してもよい。適切な凝集剤としては、例えば、二価
カチオンまたは多価カチオンの材料の水溶液が挙げられる。凝集剤は、例えば、無機カチ
オン性凝集剤、例えば、ポリハロゲン化アルミニウム、例えば、ポリ塩化アルミニウム（
ＰＡＣ）、または対応する臭化物、フッ化物またはヨウ化物、ポリケイ酸アルミニウム、
例えば、ポリアルミニウムスルホシリケート（ＰＡＳＳ）および水溶性金属塩（塩化アル
ミニウム、亜硝酸アルミニウム、硫酸アルミニウム、硫酸カリウムアルミニウム、酢酸カ
ルシウム、塩化カルシウム、亜硝酸カルシウム、シュウ酸カルシウム、硫酸カルシウム、
酢酸マグネシウム、硝酸マグネシウム、硫酸マグネシウム、酢酸亜鉛、硝酸亜鉛、硫酸亜
鉛、塩化亜鉛、臭化亜鉛、臭化マグネシウム、塩化銅、硫酸銅を含む）、およびこれらの
組み合わせであってもよい。
【００６８】
　いくつかの実施形態では、樹脂のＴｇより低い温度で、この混合物に凝集剤を加えても
よい。凝集剤を、例えば、混合物中の樹脂の約０．１質量％～約１０質量％、約０．２％
～約８質量％、約０．３質量％～約５質量％の量で、トナーを作成するために利用される
混合物に加えてもよい。
【００６９】
　所定の望ましい粒径が得られるまで、粒子を凝集させてもよい。例えば、平均粒径の場
合、ＣＯＵＬＴＥＲ　ＣＯＵＮＴＥＲを用い、成長プロセス中に粒径を監視してもよい。
このように、高温に維持するか、または、例えば約４０℃～約１００℃の温度までゆっく
りと上げ、この温度で、攪拌を維持しつつ、混合物を約０．５時間～約６時間、約１時間
～約５時間保持することによって凝集を進め、凝集した粒子を得てもよい。望ましい粒径
に達したら、任意要素のシェル樹脂を加えてもよい。
【００７０】
　シェル
　いくつかの実施形態では、凝集が終わってから融着の前に、凝集した粒子に樹脂コーテ
ィングを塗布し、粒子表面にシェルを形成させてもよい。任意の上述の樹脂または当該技
術分野で知られているような樹脂を任意の適切な量でシェルに利用してもよい。
【００７１】
　当該技術分野の範囲内にある任意の方法によって、凝集した粒子にシェル樹脂を塗布し
てもよい。いくつかの実施形態では、シェルを作成するために利用される樹脂は、上述の
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任意の界面活性剤を含むエマルションの状態であってもよい。
【００７２】
　凝集した粒子の上へのシェルの作成は、約３０℃～約８０℃、約３５℃～約７０℃の温
度まで加熱しつつ行ってもよい。シェルの作成は、約５分～約１０時間、約１０分～約５
時間行ってもよい。
【００７３】
　シェルは、ラテックス粒子の約１０重量％～約４０重量％、ラテックス粒子の約２０重
量％～約３５重量％の量で存在していてもよい。
【００７４】
　トナー粒子の望ましい最終粒径に到達したら、塩基またはバッファーを用いて混合物の
ｐＨを約３～約１０、約５～約９の値になるまで調節してもよい。トナー粒子の成長を凍
結させる（すなわち、停止する）ためにｐＨの調節を利用してもよい。トナーの成長を止
めるのに利用される塩基としては、任意の適切な塩基、例えば、アルカリ金属水酸化物（
例えば、水酸化ナトリウム、水酸化カリウム、水酸化アンモニウムなど）、およびこれら
の組み合わせなどを挙げることができる。いくつかの実施形態では、ｐＨを所望の値まで
調整しやすくするために、キレート化剤（例えば、エチレンジアミン四酢酸（ＥＤＴＡ）
）を加えてもよい。
【００７５】
　融着
　望ましい粒径になるまで凝集させ、任意要素のシェルを塗布した後、望ましい最終形状
になるまで粒子を融着させてもよく、融着は、例えば、混合物を約４５℃～約１００℃、
約５５℃～約９９℃の温度（この温度は、トナー粒子を作成するために使用される樹脂の
Ｔｇ以上の温度であってもよい）まで加熱することによって行われてもよい。融着は、約
０．０１～約９時間、約０．１時間～約４時間で行われてもよい。
【００７６】
　凝集および／または融着の後、混合物をＲＴ（例えば、約２０℃～約２５℃）まで冷却
してもよい。所望な場合、迅速に冷却してもよく、またはゆっくりと冷却してもよい。適
切な冷却方法は、反応器の周囲にあるジャケットに冷水を導入することを含んでいてもよ
い。冷却した後、トナー粒子を、場合により、水で洗浄し、その後乾燥させてもよい。例
えば、凍結乾燥を含め、任意の適切な乾燥方法によって乾燥を行ってもよい。
【００７７】
　添加剤
　いくつかの実施形態では、トナー粒子は、所望な場合または必要な場合、他の任意要素
の添加剤も含んでいてもよい。例えば、トナーは、正電荷制御剤または負電荷制御剤を、
例えば、トナーの約０．１～約１０質量％、約１～約３質量％の量で含んでいてもよい。
適切な電荷制御剤の例としては、ハロゲン化アルキルピリジニウムを含む四級アンモニウ
ム化合物；硫酸水素塩；米国特許第４，２９８，６７２号（開示全体が、全体的に本明細
書に参考として組み込まれる）に開示されているものを含むアルキルピリジニウム化合物
；米国特許第４，３３８，３９０号（開示全体が、全体的に本明細書に参考として組み込
まれる）に開示されているものを含む有機サルフェートおよび有機スルホネートの組成物
；セチルピリジニウムテトラフルオロボレート；ジステアリルジメチルアンモニウムメチ
ルサルフェート；アルミニウム塩、例えば、ＢＯＮＴＲＯＮ　Ｅ８４（商標）またはＥ８
８（商標）（Ｏｒｉｅｎｔ　Ｃｈｅｍｉｃａｌ　Ｉｎｄｕｓｔｒｉｅｓ，Ｌｔｄ．）；こ
れらの組み合わせなどが挙げられる。
【００７８】
　トナー粒子を、作成後に外部添加剤粒子（例えば、流動補助添加剤を含む）とブレンド
してもよく、この場合、添加剤は、トナー粒子表面に存在していてもよい。添加剤の例と
しては、金属酸化物、例えば、酸化チタン、酸化ケイ素、酸化アルミニウム、酸化セリウ
ム、酸化スズ、これらの混合物など；コロイド状シリカおよびアモルファスシリカ、例え
ば、ＡＥＲＯＳＩＬ（商標登録）、金属塩および脂肪酸金属塩（ステアリン酸亜鉛および
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ステアリン酸カルシウムを含む）、または長鎖アルコール、例えば、ＵＮＩＬＩＮ　７０
０、およびこれらの混合物が挙げられる。それぞれの外部添加剤は、トナーの約０．１重
量％～約５重量％、トナーの約０．２５重量％～約３重量％の量で存在していてもよいが
、添加剤の量は、これらの範囲からはずれていてもよい。
【００７９】
　本開示のトナーを、適切なＴｇの適切な樹脂、低融点ワックスなどを含む超低融点（Ｕ
ＬＭ）トナーとして利用してもよい。
【００８０】
　場合によりシェルを含む乾燥トナー粒子は、外部表面添加剤を除き、以下の特徴を有し
ていてもよい。（１）体積平均径（「体積平均粒径」とも呼ばれる）が、例えば、約３～
約２５μｍ、約４～約１５μｍ、約５～約１２μｍ；（２）数平均幾何粒度分布（ＧＳＤ
ｎ）および／または体積平均幾何粒度分布（ＧＳＤｖ）が、例えば、約１．０５～約１．
５５、約１．１～約１．４；および（３）真円度が約０．９３～約１、約０．９５～約０
．９９（例えば、Ｓｙｓｍｅｘ　ＦＰＩＡ　２１００分析機で測定した場合）。
【００８１】
　トナー粒子の特徴は、任意の適切な技術および装置によって決定されてもよい（例えば
、Ｂｅｃｋｍａｎ　Ｃｏｕｌｔｅｒ　ＭＵＬＴＩＳＩＺＥＲ　３）。粒径範囲および粒度
分布をこのようにして得ることができる。粒度分布は、望ましい平均粒径の粒子に対する
微粒子および粗粒子の割合を与える。粗粒子の含有量の測定値は、ＶＤ８４測定基準であ
り、この場合、粗粒子は、粒径で８４％より大きいものである。粗粒子の含有量を評価す
るための別の測定基準は、ＶＤ８４／ＶＤ５０比率である。微粒子の含有量の測定値は、
ＮＤ１６測定基準であり、この場合、微粒子は、粒径で１６％より小さいものである。微
粒子の含有量を評価するための別の測定基準は、ＮＤ５０／ＮＤ１６比率である。
【００８２】
　米国特許第４，２９５，９９０号に開示されるものを含め、静電印刷プロセスまたは電
子写真プロセスでトナーを使用してもよい。いくつかの実施形態では、例えば、磁気ブラ
シによる現像、単成分のジャンピング現像、ハイブリッドスカベンジレスによる現像（Ｈ
ＳＤ）などの任意の既知の種類の画像現像システムを画像現像デバイスに用いてもよい。
これらの現像システムおよび類似の現像システムは、当業者の常識の範囲内である。
【００８３】
　カラープリンタは、一般的に、異なる色を保有する４つの筐体を使用し、黒色と、標準
的な印刷色（シアン、マゼンタおよびイエロー）に基づき、完全なカラー画像を作成する
。しかし、いくつかの実施形態では、５つの筐体、６つの筐体またはもっと多くの筐体を
有する画像作成デバイスを含め、さらなる筐体が望ましい場合があり、それによって、広
範囲の色（広範囲の色域）を印刷するためのさらなるトナー色を有する能力を与える。
【実施例】
【００８４】
　以下の非限定例で、主題をここに例示する。特に指示のない限り、部およびパーセント
は、重量基準である。
【００８５】
　実施例１
　従来のバッチから蒸留物を用いて転相乳化（ＰＩＥ）を終了させ、次いで、高減圧下で
溶媒（例えば、ＭＥＫおよびＩＰＡ）を蒸留し、ポリエステルラテックスを製造すること
ができる。試薬およびプロセスの詳細を示す表１を参照すると、酸価が１２．３、中和比
が９０％のＨＭＷポリエステル樹脂を、ＤＩ水（Ｉ）およびアンモニア（Ｉ）の二重溶媒
の混合物に溶解した。少量のアンモニア（Ｉ）を使用し、ポリエステルを部分的に中和し
、有機溶媒とＤＩ水（Ｉ）の混合物の中で分散を促進する。
【００８６】
　次いで、均一な樹脂分散物にアンモニア（ＩＩ）を加え、ポリエステル鎖上の酸末端基
をさらに中和する。ＤＩ水（ＩＩ）の添加によって、転相によって、水連続相にポリエス
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テル粒子の均一な水性懸濁物を作成する。ポリエステル粒子および水相の両方に有機溶媒
が留まっている。高温で混合中、減圧蒸留によって溶媒を除去する。
【００８７】
【表１】

【００８８】
　実施例２
　実施例１の配合物およびプロセスを用い、さまざまな量のＰｉｇｍｅｎｔ　Ｙｅｌｌｏ
ｗ７４（ＰＹ７４）を用い、着色した樹脂を調製した。従って、０．５ｇ、５ｇおよび１
０ｇのＰＹ７４を配合物に加えた。５ｇおよび１０ｇのＰＹ７４を含むサンプルについて
、ＭＥＫの量を６部から１０部まで増やし、ＩＰＡの量を１．８部から２部まで増やした
。表２を参照。
【００８９】
【表２】

【００９０】
　ＰＹ７４を加え、ＭＥＫおよびＩＰＡの溶媒混合物に溶解し、激しく攪拌しつつ、ＤＩ
Ｗ（Ｉ）に５分間溶解した。次いで、塩基の第１のアリコートと共に、樹脂を反応器に加
え、ポリエステルエマルションを作成した。ポリエステルアンモニア（ＩＩ）を中和した
後、さらなる２７５ｇの水（ＩＩ）をゆっくりと加え、激しく攪拌しつつ、４０℃で樹脂
を溶解してラテックスに変換した。
【００９１】
　次いで、スラリーを減圧下で蒸留し、溶媒を除去した。生成物の一部を遠心分離処理し
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、水からラテックス粒子を単離し、水で洗浄し、粒子の特性決定のために室温で風乾した
。
【００９２】
　実施例３
　ＰＹ７４を含有しないコントロール樹脂の粒子と、ＰＹ７４を含有する樹脂の３種類の
サンプルの粒子は、Ｎａｎｏｔｒａｃデバイスを用いて決定されるように、ほぼ同じ粒径
を有した。従って、ＰＹ７４の存在は、樹脂粒子の作成および粒径に影響を与えなかった
。樹脂の色は、使用するＰＹ７４の量と直接的に正の相関関係があった。ＰＹ７４粒子は
、樹脂粒子の中、樹脂量子の表面、またはその両方に含まれていた。
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